
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

八
六
一
改
正
後
欄

四
〜
八
同
号
ニ

同
号
ハ

終
り
か
ら

一
〇
九

二
〇
中
小
事
業
主

中
小
企
業
事
業
主

（
原
稿
誤
り
）

五
一

改
正
前
欄

終
り
か
ら一
二
百
五
十
九
万
五

千
円

百
六
万
円

（
印
刷
誤
り
）

三
六
上

一
七
改
め
、

に
改
め
、

令和年月日 火曜日 第号官 報
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
九
億
円
減
少
し
、
一
億
円
と

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
六
月
三
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
四
番
一
号

Ｔ
Ｆ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

松
岡

修

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
億
二
千
万
円
、
資
本
準
備

金
の
額
を
三
億
二
千
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
二
十
六
日

掲
載
頁

十
八
頁

令
和
七
年
六
月
三
日

東
京
都
港
区
芝
五
丁
目
三
〇
番
一
一
号

株
式
会
社
越
後
屋

代
表
取
締
役

春
田

憲
司

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
三
日

山
形
県
飽
海
郡
遊
佐
町
吉
出
字
上
平
坂
一
〇
番
地

株
式
会
社
幸
輪

代
表
取
締
役

金
子

正
次

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
十
九
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
三
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
四
丁
目
一
番
先

株
式
会
社
西
銀
座
デ
パ
ー
ト

代
表
取
締
役

柳
澤
十
久
二

令
和
七
年
四
月
一
日
（
号
外
特
第
十
号
）
公
布
公
正
取

引
委
員
会
規
則
第
三
号
（
公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
局
組

織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）

（
原
稿
誤
り
）

一
六
一
ペ
ー
ジ
改
正
後
欄
終
り
か
ら
六
行
目
は
次
の
と

お
り
の
誤
り
。

﹇
２
〜
４

略
﹈

（
地
方
事
務
所
及
び
支
所
の
分
課
）

第
三
条

﹇
略
﹈

同
ペ
ー
ジ
改
正
前
欄
終
り
か
ら
四
行
目
は
次
の
と
お
り

の
誤
り
。

﹇
２
〜
４

同
上
﹈

（
地
方
事
務
所
及
び
支
所
の
分
課
）

第
三
条

﹇
同
上
﹈

令
和
七
年
四
月
一
日
（
号
外
第
七
十
三
号
）
公
布
国
土

交
通
省
令
第
四
十
四
号
（
港
湾
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
）

令
和
七
年
四
月
一
日
（
号
外
特
第
十
号
）
公
布
厚
生
労

働
省
令
第
五
十
四
号
（
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
）

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
二
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
三
日

鳥
取
県
米
子
市
蚊
屋
二
七
二
番
地
一
四

米
子
宇
部
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

永
瀬

正
悟

株
式
移
転
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、株
式
会
社
ク
ロ
サ
ワ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス（
住

所
東
京
都
中
央
区
銀
座
六
丁
目
九
番
二
号
ク
ロ
サ
ワ
ビ
ル

デ
ィ
ン
グ
十
一
階
）
を
完
全
親
会
社
と
す
る
株
式
移
転
を

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
三
日

東
京
都
中
央
区
築
地
六
丁
目
二
五
番
一
〇
号
築
地

セ
ン
タ
ー
ビ
ル
四
階

黒
沢
不
動
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役

黒
澤

厚

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
三
十
六
億
八
千
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
令
和
六

年
九
月
二
十
六
日
付
官
報
（
号
外
第
二
二
四
号
）
八
十
八

頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
三
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
一
番
一
号

ド
ル
フ
ィ
ン
特
定
目
的
会
社

取
締
役

松
澤

和
浩

訂
正
公
告

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日
（
号
外
第
一
一
四
号
）
五
十

二
頁
掲
載
の
吸
収
分
割
公
告
及
び
決
算
公
告
（
枠
組
）中
、

甲
の
吸
収
分
割
公
告
及
び
決
算
公
告
の
本
店
「
千
葉
県
茂

原
市
早
野
一
〇
七
一
番
地
一
」
と
あ
る
は
「
千
葉
県
茂
原

市
八
千
代
三
丁
目
一
二
番
地
六
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し

ま
す
。

令
和
七
年
六
月
三
日

千
葉
県
茂
原
市
八
千
代
三
丁
目
一
二
番
地
六

株
式
会
社
タ
マ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

玉
川

大
樹

令
和
七
年
五
月
三
十
日
（
号
外
第
百
十
九
号
）
公
布
法

律
第
四
十
七
号
（
老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
管
理
及
び
再

生
の
円
滑
化
等
を
図
る
た
め
の
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
）

取
消
公
告

令
和
七
年
五
月
十
九
日
掲
載
の
左
記
会
社
に
お
け
る
合

併
公
告
を
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
三
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
二
丁
目
三
番
地

（
甲
）
日
新
火
災
海
上
保
険
株
式
会
社

代
表
取
締
役

織
山

晋

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
二
丁
目
三
番
地

（
乙
）
日
新
火
災
総
合
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

西
川

克
彦


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